
　　　　　
まん延防止当重点措置の期間は 21 時以降、翌朝 5時までお持ち帰りのみの営業をします。
※03:00-04:00 は閉店する店舗がございます。

お持ち帰りは

24時間
ご利用できます。

特措法第24条9項に基づく要請

期間
　　６月２１日（月）午前0時から、７月１１日（日）午後12時まで

　　特措法第24条9項に基づく要請に従い、営業時間の時短を致します。
　　ご理解、ご協力をお願い致します。

店内の営業時間
朝 5時～夜 9時

　　・ 店内のラストオーダー　20時45分

アルコール類の販売は中止します。


